
　次のとおり一般競争入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。

１　競争に付する事項

令和6年4月1日
～令和7年3月31日

２　競争参加資格
　(1)　予算決算及び会計令第７０条及び７１条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結
　　のために必要な同意書を得ているものは、同第７０条の特別に理由のある場合に該当する。
　(3)　格付けされている防衛省競争参加資格（令和４・５・６年度の全省庁統一資格）の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則（防衛
     庁訓令第108号　平成18年12月26日）第18条第4項に該当する者
　(4)　契約担当官等（他省庁含む）から指名停止等の措置を受けている者でないこと。
  (5)　現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負につ
　　いて契約を行おうとする者でないこと。
　(6)　「会社更生法(平成１４年法律第１５４号)」による更生手続開始又は、「民事再生法(平成１１年法律第２２５号)」による再生手続開始を申立
　　てられていない者、但し更生手続開始の決定又は、再生手続開始の決定を受けた者で、以下の①から③の書類全て提出した者を除く。
　　　①更正手続開始決定書又は再生手続開始決定書(コピー可)
　　　②許可決定に伴い定款、役員等に変更等があった場合にはそれを証明する書類（コピー可）
　　　③上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届
　(7)　都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続する有資格業者でないこと。
　(8)　電気事業法第３条１項の規定に基づき、一般電気事業者としての許可を受けている者又は同法第１６条の２第１項の規定に基づき、特定
　　規模電気事業者としての届出を行っている者であること。

３　契約条項を示す場所
　　防衛省情報本部総務部会計課（東京都新宿区市谷本村町５－１）

４　入札説明会場及び日時
　　実施しない。

５　入札会場及び日時

６　入札の無効
　　本公告第２項に示す競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件(入札及び契約心得)に違反した入札は無効とする。

７　契約書作成の可否
　(1)　契約金額が１５０万円を超える時は情報本部が定める契約書を、５０万円を超える時は同請書を作成する。
　(2)　適用する契約条項

８　保証金に関する事項
　　入札保証金・契約保証金免除（ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。）

９　その他
　(1)  支出負担行為担当官への提出書類
　　ア　 入札開始までに資格決定通知書の写しを提出すること。
　　イ　  代理人による入札は、入札開始までに委任状を提出すること。 
　　ウ　  入札に参加を希望する者は、別に配布する入札参加届を提出すること。
    エ　  参考資料の提出（入札に当たり官側の希望する参考資料の提出にご協力下さい。）     
   　　      
　(2)　落札者の決定方法
　　ア　  予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、入札書の最低価格の入札書を提出した者で、
　　　  且つ、有効な入札を行った者を落札者とする。
　　イ　　入札の金額は、各社において設定する契約電力に対する基本単価（月額）及び予定使用電力量に対する単価（季節・時間帯別等の
　　　　区分による複数の単価を記載しても可）を記載すること。（小数点第２位までとする。）
　　　  　仕様書で提示する各月の予定使用電力量に対し単価を乗じた金額を月毎の小計とし、円位未満で切捨てる。各月の小計を合算した
　　　  金額を年間の予定総価（１年間の予定電力料金であり整数とする。）として記載する。
　　ウ　　落札決定に当たっては、入札金額に記載された金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免
　　　　税事業者であるかを問わず、消費税込みの金額を入札書に記載すること。
　　エ　　入札価格の算定にあたっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エ
　　　　ネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

　　 参考資料の提出期限：令和6年2月9日（金）12時00分 

　暴力団排除に関する特約条項
　談合等の不正行為に関する特約条項

  (1)  入　札　会　場：市ヶ谷駐屯地　E2棟5階　情報公開室

　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　会 計 課 長 　中 島　慎 一 

　売買単価契約一般条項

履行期間 供給場所 要求番号

  (2)  入　札　日　時：令和6年2月22日（木）　10時00分

情報本部（喜界島） 2024-0117-07

件名 規格 単位 数量

仕様書のとおり
（DIH-LZ-24008)

式 1喜界島通信所高圧電力の需給

防衛省情本契第7号

令和6年1月25日

公　　　　告

　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　支出負担行為担当官代理

　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　防 衛 省 情 報 本 部



　(3) 下請負
　　　 現に指名停止を受けている者の下請負については、原則として認めないものとする。ただし、下請負を行うことが真にやむを得ないと認め
　　 られる場合には、この限りでない。
　(4)　郵便による入札
 　　　 入札時間までに入札会場へ到着したものに限る。事前に郵送する旨を連絡すること。
　(5)　契約の締結
　　　　本契約の締結は令和6年4月1日とする。
　(6)　その他
　　　　消費税の課税業者に該当しない場合は、入札参加届を提出する際に申告すること。

10　本公告に関する照会先
　 　東京都新宿区市谷本村町５番１号　　　　防衛省情報本部会計課　　担当：大西（おおにし）
 　　ＴＥＬ　０３－３２６８－３１１１（内線　３１７５２）　　ＦＡＸ　０３－５２２５－９６４１　



調達要求番号：２０２４－０１１７－０７ 

情 報 本 部 仕 様 書 
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品  名 

又は 

件  名 

 

 

 

喜界島通信所高圧電力の需給 

ＤＩＨ－ＬＺ－２４００８ 

大 臣 

承 認 
令和  年  月  日 

作 成 令和 ６年 １月１７日 

改 正 
令和  年  月  日 

令和  年  月  日 

作 成 情報本部喜界島通信所 

1 総則 

1.1 適用範囲 この仕様書は，情報本部喜界島通信所の高圧電力の需給について適用する。 

1.2 用語の定義 契約電力とは，契約上使用できる電気の最大値をいい，３０分最大需要電力計により 

計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。 

2.  需給に関する要求 

2.1  需要場所 鹿児島県大島郡喜界町大字川嶺２９１３番地１ 情報本部喜界島通信所受電室 

2.2 業種及び用途 官公庁 

2.3  仕様  

a) 給電電気方式 交流３相３線式 

b) 標準電圧 ６,０００Ｖ 

c) 計量電圧 ６,０００Ｖ 

d) 標準周波数 ６０Ｈｚ 

e) 受電設備の総容量 １,８５０ＫＶＡ 

f) コンデンサ容量 １００ｋｖａｒ×３台 

g) 受電方式 常用１回線 

H) 契約電力 １，０００ＫＷ 

i)  予定電力使用量 ７，７６４，４８０ｋｗｈ  （別紙 「予定月別使用電力量」による） 

j) 力率 毎月平均１００％（予定） 

2.4 電力計の検針 

a) 自動検針装置 有り 

b) 電力会社の検針方法 遠隔自動検針 

c) 検針基準日 毎月１回 

d) 電力量計の構成 電力需給用複合計器（通信機能付精密級） 

e) 需給地点 需給場所に防衛省が設置した受電用柱上開閉器の１次側端子。 

f) 計量地点 九州電力（株）が設置した計器用変成器の２次側。 

g) 保安責任分界点 需給地点に同じ。 

h) 財産分界点 需給地点に同じ。ただし，計量地点に設置した計量装置は，供給者の所有とする。 



3.  その他の指示 

3.1 提出書類 提出書類は表１に示す提出書類を提出するものとする。なお，細部は官側との調整によ

る。 

表１ 提出書類 

番号 書  類  名 部数 提 出 時 期 媒体 提 出 先 備 考 

１ 
毎月の電力使用量が

確認できる書類 
１ 需給終了後速やかに 紙 情報本部 （社名印のあるもの） 

3.2 その他 

a) 力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件につい

ては，九州地区の一般電気事業者の定める特定規模需要標準供給条件をもとに協議するものとする。 

b) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備はない。 

c) 非常用自家発電設備（６２５ＫＶＡ×２基）を有している。 

d) 常用自家発電設備（５００ＫＶＡ×２基）を有している。（商用連係なし） 

3.3 情報の保全等  情報の保全等は次のとおりとする。 

a)  契約相手方は，契約履行上，直接又は間接的に知り得た事項について関係以外に漏らしてはない。 

3.5 官側の支援  契約相手方は現地における官側の支援を必要とする場合には，官側と調整し，無償 

で官側の支援を受けることができる。 

3.6  仕様書の疑義  この仕様書に疑義を生じた場合には，速やかに支出負担行為担当官と協議するもの 

とする。 

 



別紙
　

左右以外の時間 ※２　夏季の1300～1600

4 576,000 268,800 307,200

5 647,280 267,960 379,320

6 648,000 315,000 333,000

7 729,120 280,280 372,400 76,440

8 744,000 286,000 380,000 78,000

9 705,600 247,940 390,040 67,620

10 669,600 327,600 342,000

11 626,400 292,320 334,080

12 632,400 285,600 346,800

1 617,520 267,260 350,260

2 551,040 252,560 298,480

3 617,520 290,500 327,020

合計 7,764,480

※１

※２

　　　　

ピーク電力量
（ＫＷｈ）

夏
季

毎日0800～2200までの時間をいいます。ただし、ピーク時間ならびに日曜日、「国民の

祝日に関する法律」に規定する休日、１月２日、１月３日、４月３０日、５月１日、５月２日、

ピーク時間に付きましては、夏季の1300～1600までの時間をいいます。ただし、日曜日

および 「 国民の祝日に関する法律 」 に規定する休日の該当する時間を除く時間帯

１２月３０日、１２月３1日、の該当する時間を除く時間帯

予定月別使用電力量
R６．４～R７．３

　 項目

月

予定電力使用量

（KWｈ）

左　　　欄　　　の　　　内　　　訳
※１　0800～2200

その他季昼間
電力量（ＫＷｈ）

夏季昼間
電力量（ＫＷｈ）

夜間電力量
（ＫＷｈ）


